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令和 7年 2月 草津市教育委員会定例会会議 次第

令和 7年 2月 14日  午後 2時 00分開会
(草津市役所 6階 教育委員会室)

日程第 1 会期の決定について

日程第 2 1月 定例会会議録の承認について

日程第 3 教育長報告

日程第 4

付議事項 (10件 )
議第 2号  臨時代理の承認を求めることについて
議題 3号  臨時代理の承認を求めることについて
議題 4号  臨時代理の承認を求めることについて
議第 5号  草津市立学校事務の共同実施に関する規程の~部を改正する規程案
議第 6号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育

委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにうき議決

を求めることについて

議第 7号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育
委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて

議第 8号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育
委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて

議第 9号  地方教育行政の組織及び連営に関する法律第 29条の規定により教育
委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて

議第 10号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育
委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて        ,
議第 11号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育

委員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて

日程第 5

報告事項 (2件 )



(1)草津市教育振興基本計画 (第 4期 )(案)に関するパブリックコメントの実施
結果について

(2)寄付の受け入れ報告について



藤田教育長

藤田教育長

各委員

藤田教育長

藤田教育長

各委員

藤田教育長

藤田教育長

開会 午後 2時 00分

それでは、ただいまから草津市教育委員会 2月 定例会を開会い

たします。

日程第 1

日程第 1、 「会期の決定について」でありますが(本 日1日 限り

といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

異議なし

異議がないようですので、2月 定例会は本日1日 限りといたし

ます。

日程第 2

次に、日程第 2、 「1月 定例会会議録の承認について」でありま

すが、あらかじめ事務局から配布され、確認されていると思います

が、御異議ございませんか。

異議なし

異議がないようですので、 1月 定例会の会議録は承認されたも

のと認めます。                `

日程第 3

次に、日程第 3、 「教育長報告」に移ります。

それではまず私の方から諸般の報告をさせていただきます。

毎年、文化財防火デーに合わせて文化財消防総合訓練が開催さ

れていますが、今年は 1月 25日 に青地町の西方寺において行わ

れました。

フ1練には西方寺の関係者、地元町内会、ボーイスカウト車津第 1

団をはじめ、草津市消防国、湖南広域消防に参加いただきました。

訓練は、境内の雑木林から出火したとの想定で、寺院関係者から
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当

の通報により初期消火が始まりました。その後、草津市消防団によ

る消火活動及び情報収集が行われ、最後に県指定文化財である西

方寺の鐘楼への影響が無い事を確認し、訓練は終了いたしました。

終丁式では、私から訓練への感謝を述べるとともに、文化財は一

度失われると三度と元に戻すかできない貴重な財産であり、これ

からも後世に引き継ぐため、所有者、地域の皆様の引き続湾 のご支

援をお願いいたしました。

次に、2月 1日 に、草津市立クリーンセンター内のエコスタイル

プラザにおきまして開催されました「第 23回草津市こども環境

会議」を訪れました。この環境会議は私が市職員として長く関わつ

てきたものでございます。

開会式のあと、「エコ取材ラリー」があり、私も多くの子どもブ

ースを訪れました。子どもたちは、びわ湖の水質 。マイクロプラス

チックの現状、身近な河)IIの生き物調べ、リサイクル活動、まちの

探検など様々な環境活動について壁新聞をもとに発表をされてい

ました。これらの活動はネットで調べて、まとめるというものでは

なく、実際に現物を見たり、調べたり、実験するなど、実体験に基

づく説得力のあるものでした。

今回、私が初めて担当として関わらた第 2回環境会議にパネラ

ーとして参加をしてくれた小学生に再会いたしました。大人にな

った彼は、現在、国立環境研究所で脱炭素封策評価研究室の研究員

として活躍し、今回の環境会議のコーディネーターを務めてくれ

ました。その彼から「この環境会議がきつかけで環境に興味を持

ち、この道に進みました。」と聞き、大変感激をいたしました。

また、私の中では、この環境会議のような学びが、今年度から全

小・中学校で取り組む「不クールESDく さつプロジェクト」の原
点になっています。自ら考え行動するそのような人材育成が、これ

からの社会をつくっていくうえで大変重要になってくると、改め

て感じた日となりました。

次に、2月 7日 に、教育委員の皆様と一緒に、文部科学省主催の

市町村教育委員会研究協議会に参加をいたしました。

私は、「不登校対策」と「地域と学校の連携・協働について」の

分科会に参加 し、 6つの市の方々と情報交換と話し合いを行いま

した。

「不登校対策」では、これという決定的な施策がない中で、各市

町も様々な施策に積極的に取り組まれていました。その中で、不登
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我孫子委員

校児童生徒の自宅訪問に大学生を活用する事例紹介があり、本市

でも研究調査を行いたいと思つております。

「地域と学校の連携・協働について」では、地域と学校の役割分

担が難しいというのが共通の課題でした。その中で本市のスクー

ルESD活 動での、児童生徒が地域に出て活動する点について、高

評価をいただいたところです。

今後も、このような他市の方々と情報交換できる研究会や、そう

いった場に参加をして、本市の教育施策の充実をさらに進めてい

きたいと考えております。

最後に、2月 10日 と13日 の2日 間にわたつて、20校の校長

から学校経営についての報告会を開催したところでございます。

この中で、子どもたちの主体性という言葉と、子どもたちの自己肯

定感が低いという言葉が多く出てきたように思つています。私は、

この 2つの言葉はお互い関連 しているのではないかと考えており

まして、教師の指示待ちや、教師が与えたことを子どもたちがやる

のではなく、子どもたちのや りたいということを引き出し、子ども

たちの自己決定により主体的に取り組むということが大事で、そ

うすることによって様々な活動の中で、自分の良さや可能性など

を感じることができ、このことによつて自己肯定感の高まりに繋

がるのではないかと考えております。今、市を挙げて取り組んでい

ます「スクールESDく さつプロジェクト」が、まさにこの点と繋
がつているのではないかなと思つています。令和 7年度も各校で

のESD活 動に大いに期待していきたいと思います。

以上で私からの報告は終わります。

それでは引き続き、委員の皆様から教育全般に関する事項で御

意見、御感想などをお願いいたします。

2月 6日 、 7日 に市町村教育委員会研究協議会に参加させてい

ただきました。研究分科会では、「学校部活動の地域連携や地域ク

ラブ活動への移行について」のテーマに参力日しました。ここでは、

人口が 11万からウ0万弱位の市が集まってお話をさせていただ

きました。一つは、地域クラブを設立して運営されているところ

と、もう一つはまだ検討委員会を立てて検討中というところと二

つに分かれていました。クラブを実際にされているところは運営

事務局を教育委員会で担っていらっしゃつて、最初は 6競技で開

始して、今では 13ク ラブの競技で活動されているそうなのです
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けれども、やはり指導者の確保というところが難しいというとこ

ろで、部活動の時間帯に来れる人がなかなかいなかつたりとか、指

導者自身も活動が限られ、時間的にもそうですし、資金的なとこ

ろ、大会出場が出来るかとか、習い事の教室としてのクラブとして

活動されているところが多数出てきているので、その点について

難しいということをおつしゃつていました。別の地域クラブとし

てされているところは、体育の方は父1道だけ、文化はブラスバンド

だけをクラブとしてやられているのですがt同 じ様に資金面だつ

たり、日程調整だったりというところが難しいとおつしゃつてい

ました。あとは、問題ザ点がたくさん出てきたのですが、指導者をど

うやつて教育するのか、競技団体とクラブと学校の橋渡しをどう

やっていったらいいのか、事故や怪我のときの責任は一体どこが

持つのかという問題点がたくさんあつて、どのようにしていけば

解決できるのかというところは、そこまでの議論ができずに終わ

ってしまったところがあるのですが、スポーツ庁の方からも何が

何でも地域移行をして欲しいということでは無いというお話もあ

ったので、持続可能な取組を各地で取り組んでもらいたい。教員の

先生の負担が減るということと、生徒の機会のバランスが取れる

ところを探してほしいというところもありましたので、市として

どのように取り組むかというところは、これから検討 していく必

要があるのかなというふうに感じた次第です。ただ
二つ、私のグル

ープではないのですが、面白い取組をされているグループがあっ

て、愛知県尾張旭市というところなのですが、大手ガス会社に部活

を依頼されおり、社員の方に部活動指導員をしていただくという

ことをされていて、副業もOKにされている会社です。あとはプラ

ットフォームシステム作りも全てその会社に依頼をされていて、

まだお試 し期間中ではあるのですが、うまく回つていくのではな

いかという話がありました。愛知なので今はガス会社さんだけに

お願いしているのですが、他の大きな会社にもお願いしていくこ

とで、いろいろな部活動にも対応できるのではないかという面白

い話がありました。

「地域と学校の連携協働について」のテーマに参加させていた

だきましたとこちらは4万 5,000人 から14万人までの幅広い

都市が集まったのですけれども、都会になればなるほどPTAが

解散しているとか、地域協働や連携 してもらうのが大変であると

いう話がある中で、草津市と同じように学校に来てもらうのでは
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森委員

なくて地域に出ていくという活動をされているところもありまし

た。中学生にまちづくり協議会を実際に運営してもらつて、どんな

まちにしたいかを形にしてもらう。それを大人がサポー トすると

いうところもありました。どんな仕組みであつても情報をどれだ

け共有するかということが大事なのだなとこの分科会では感 じま

した。

6日 の日は、福井大学院の平沢先生のお話を聞かせていただき

ました。校長t教育行政、スクールノーシャルワーカーも経験され

ていて感じられたことや経験されてきたことをお話いただきまし

た。先生との出会いが子どもの人生を変えるという言葉がすごく

印象に残っています。

10日 と13日 に学校教育報告会で先生方がどのような取組を

されたのかをお聞きしましたが、どんな思いがあつて、どんなふう

に育ってほしい、だからこういう取組をしていて、こんな授業をし

ていて、こんなふうに接しているという、ここがはつきり明確にな

つていることがすごく大事なのかなというふうに感じました。E

SDの取組などは、昨年度の経営報告会等で聞いた中で、次に発展

する取組をされていることが聞けましたし、このような取組は良

いですねといったことが他の学校でも取り入れられていること

も、お聞きできたので、この経営報告会は校長先生に活かしていた

だける場になつたらいいなと感じたとともに、子どもたちの主体

性とか自己肯定感っていうものがこれからどんどん上がっていく

といいなと思つています。

以上になります。

2月 6日 、7日 に、研修に参力日させていただきました。6日 の滋

賀県都市教育委員会連絡協議会の研修では、「不登校の視点で学校

教育を考える不登校を生まない教育環境とは」ということで渋谷

区教育委員会のソーシャルワーカーの平沢先生のお話をお聞きし

ました9不登校の子どもたちと教育現場でご自身が関わつた体験・

実践から繰 り出される言葉は迫力があり、不登校を生まない教育

環境における、キーワー ドがちりばめられていました。印象に残つ

たキーワー ドを少し紹介するだけになるのですが、不登校を解決

する3つとして、不登校対策の 1丁 目1番地は授業。「ゎかった、

できた」の授業。子どもの変化を共有する。登校時と下校時の表情

が一番のヒント。学年生活指導部で一体感をもつ。組織的早期対
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応。それから、対決より解決。対立より対話。たくさんの言葉があ

ったのですが、私が一番印象に残つたのは、不登校の解決をめざし

て保護者の信頼を得るためにたつポリと時間を使 う、と先生はお

っしゃったんです。このたっぷりというのが、「兄場では一番難しい

ところで、たっぷり使つているつもりなのだけれども、それがたつ

ぷりではなかつたり、そこで焦らずにじつくりと時間を取らない

と全てがうまくいかないのだなと、ここから始まるのだなという

印象を持ちました。

7日 の文科省主催の市町村教育委員会研究協議会では、不登校

対策の話し合いで関東地方の 3都市の教育委員さんと話し合いま

した。草津市と同じような取組をやつておられるのですが、草津市

がやっていないものや、参考になるものだけを紹介します。ある都

市では不登校児童生徒カルテの作成と校長による確認、一定日教

の欠席が確認された児童生徒について個別にカルテを作成、校長

が常にこれを参照する仕組みを導入している。それから校長のリ

ーダーシップのもと、学校全体として不登校に取り組む体制が整

えられていて、校長はカルテにコメントを書き足して、常に校長先

生が不登校の取組の最前線でリーダーシップを取っているという

都市がありました。それから公的な助成金を得て、民間企業との連

携をもとに、不登校児童生徒を射象としたメタバース実証実験、こ

れは何か実証実験の応募があって、当選したそうで、参加者からは

概ね好評だそうです。一部には適応指導教室の参加が可能になっ

たケースもあるということでした。校内教育支援センター、自宅で

オンライン授業はよくあると思うのですけども、教室の校内教育

支援センターには来れるのだけれども授業には入れない子がモニ

ターで授業をその部屋で見ている。これは、すぐにできるのではな

いかなと思いました。今後の課題としてある都市では、不登校児童

生徒の状況は 1人ひとり異なるから、学校、福祉部局、民間施設、

子ども食堂、親の会と連携 して個々に応じた支援を行 う必要があ

ると。草津市でいいましたら、登校支援室だとか相談室的なところ

を児童生徒の学びに携わる全ての関係者を繋いで不登校児童生徒

を支援するセンター的な機能を持つ方向に発展させていきたいと

おつしゃつていました。最後に話に出たのは、不登校対策にはお金

がかかる、学びの場所の確保、それから人的配置、学びの場所を確

保したら落ち着いた環境で学びをさせたいと思うと、やはりそこ

の環境を良くするにはお金がかかる。校外の方で ICTを 活用し
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伊藤委員

す

て繋がろうと思うと、またお金がかかる。教育委員さんの方でこう

したらいいということはわかってはいるのだけれど、何処の市も、

そこでジレンマがあるような感じがしました。

次に、「地域と学校の連携協働について」ということで、これは

滋賀県内の 3つの市で話し合いをしました。草津市からはESD

くさつの取組を紹介させていただきました。他の市で興味を持つ

たのは、地域合校協働活動推進員を市内の全小。中学校に配置をし

て、その方が学校支援ポランティアの連絡調整を行つているとそれ

から家庭教育支援基盤構築事業として、地域住民からなる家庭教

育支援員これがアウトリーチ型の家庭教育支援を実施 している。

つまり家庭訪問に行って、不登校の子の相談に乗つたり、あるいは

登校を促すために家庭訪問を行つて、一緒に登校に付き添つてき

た。それから、別室に一緒に付き添つて時間を過ごしたり、地域住

民からなる家庭教育支援員が付いたことによつて、一部ですけれ

ども、学校に来れるようになったという結果も出ているそうです。

ある市では全幼稚園にコミュニティスクールを導入したというこ

ともおつしゃつていました。話題はやはり学校とともに一緒に活

動してくださる地域の方が御高齢になつていて、次に続く方が育

うていない。そこが課題だということでした。

2月 10日 、 13日 と学校経営報告会に参加させていただきま

した。校長先生には本当にお忙しい中資料作成していただいて、分

かりやすく取組の報告をしていただいて本当にありがとうござい

ました。 10分 という限られた時間でしたけれども、

学校を訪問するだけではこちらが分からないようなtそれぞれの

学校が大切にしていること、教育目標に向けて今年度挑戦された

こと、各学校の先生方が本当に頑張っておられる様子などが伝わ

ってきました。今年度から全小。中学校でスクールESDく さつプ
ロジエクトによる持続可能な社会の担い手を育成する取組が始ま

りました。これからも、それぞれの学校でめざす子どもの姿、つけ

たい力を確認しながら取り組んでいつてほしいなと思つたところ

です。

以上です。

2月 6日 、 7日 の報告をさせていただきたいと思います。

2月 6日 、都市連協県外研修 1日 目の報告をさせていただきま
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「不登校の視点で学校教育を考える不登校を生まない教育環境

とは」というタイ トルで、平沢安正さんの講演を聞きました。封決

より解決、対立より対話、をスクールツーシャルワーカーのモット

ーとして御活躍されているだt,あ つて、子ども 1人ひとりと向き

合つておられる姿は脱帽せざるをえませんでした。子どもを取り

巻く状況を分析し、いじめ認知件数の変化では、件数だけに注目す

るのではなく、なぜいじめ防止対策推進法施行とともに急激にい

じめの件数が増えるのかを丁寧に読み解き定義の変更に伴 うあぶ

り出し件数に注目し、水面下で何が起こつているのかを分析され

ておられました。そこから子どもたちは大人にどんなふうに自分

たちに向き合ってほしいのかを考え、実行されているなと感 じま

した。不登校児への支援は学校復帰だけではありませんが、社会と

の関わりを持っていくためにどのような支援が必要であるか、心

を閉ざす子どもにはどんな特徴があるのか、そのときに超自我の

未成熟が大きな課題になっているのではとおつしゃっていまし

た。超自我と対人恐怖症との関係、その奥に潜む理解してもらうこ

とを諦めてしまう思考、かといって引きこもつて安全を取り入れ

たとしても本人が幸せそうではない。やはり人は人と関わること

で喜びを得る生きものであり存在そのものを認めてもらいたい生

き物であるんだなということを再確認させられるような講演でし

た。解決へのハー ドルは、学校 !家庭への不信感の払拭であるとお

っしゃっていましたが、その子 1人ひとりがどのような考えを持

つているのかという視点で一旦自分の自我を横に置いて真摯に向

き合っていく必要があると感じました。自分の価値観やものさし

でしか人を理解することはできませんが、あえて自我を捨てて相

手の気持ちそのものになるというのはパラドックスでもあります

が、親も教師も練習しなければいけない課題かもしれません。テキ

ス トマイニングでも、滋賀の教育方針は子ども、学び、皆さん、社

会、力といつたキーワー ドが挙がっていましたど講演の中でおっし

ゃつていた教師との出会いは子どもの人生をも変える言葉、とい

うことは重く受けとめていかなければならないと思いました。

2日 目は、市町村教育委員会研究協議会研究分科会に参加いた

しました。2回ありましたが、1回 目のテーマは「不登校対策につ

いて」でした。栃木市、埼玉県深谷市、山口県岩国市と私を含めた

4人のテーブルでした。栃木市の教育委員会で、教諭退職後、現

在、小学校教諭養成短期大学で教鞭を取つておられる方がコーデ
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ィネーターをしてくださいました。その他の教育委員は私を含め、

保護者代表で教育委員になつてらつしゃる方ばかりでした。私達

のテーブルは自己紹介時に全員の子どもが不登校を経験するとい

う共通点があることが分かり、当時の様子、心の葛藤をそれぞれが

共有するという形の会になりました。障害があったり、先生の何気

ない一言であつたり、勉強がついていけなかつたり、ふきこばれて

あつたりと不登校の原因はそれぞれに違いましたが、私達のテー

ブルで話題になったのが、不登校を経験した者が先生になってい

る例がほばないので、子どもの気持ちを分かるにはどうしたら良

いのだろうか、また、多くの親は子どもが学校に行くことで心の安

心安全を得ているので我が子が学校を連続して休むというス トレ

スは経験した者としては、本当に耐えがたいものであるという話

になつておりました。親のケアも、子どものケアも連動して行って

いくことの大切さが話題になっておりました。学校や先生が情報

源であつた時代から、自分で欲ししW晴報が取れる時代になつた今、

学校側が何を提供できるのか、今のスタイルに合った授業や学校

スタイルをハー ド的に提供していくだけでは対処療法であり、深

谷市も草津市同様、令和 6年には全ての小・中学校に学校総合支援

員を配置され心の対応をされておられました。ハー ドとソフトの

両方揃えることで、一歩ずつ解決していくことが大切であると感

じました。

2回 目のテーマは、「学校部活動の地域連携や地域クラブ活動ヘ

の移行」でした。埼玉県ふじみ野市、静岡県磐田市、愛媛県今治市

の教育委員さんとのテーブルでした。自治体の人口数の規模が同

じということもあり、比較対照するのにとても役立つ情報を得ら

れました。ただ人口が増えてきており、現段階ではクラブ存続の危

機がない草津市に比べ、他市はクラブ活動存続の危機を迎えてお

られます。令和 8年に向けて地域クラブヘの移行準備が進んでお

られる様子でした。学校教育課、文化課、地域課と連携し、土曜、

日曜日にスキルアンプとしてスポーツ支援事業をしているふじみ

野市、これは無料で行われています。磐田市はスポーツクラブ、こ

ちらは有料です。そして土日で活動をされている様子を教えてい

ただきました。教員負担を減らすという点から活動を上日にし、教

員の引率の軽減などが図られていました。今治市においては、クラ

ブをやりたい人は私学へという意向があるようで、そもそも公立

での部活動は力を入れていない様子でした。これは島が点在して
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小辻委員

いるという点がありまして、共通させることが難しいという感じ

でハナから諦めておられるような、そういった感じもありました。

今後の課題として部活動に力を入れたい教員のために、地域クラ

ブ活動移行に伴い、扇1業を認める制度を整え合わせていくことや、

草津市でも課題となってぃるコーチの確保がありました。

他市町に質問させていただいたのですが、熱心なクラブ活動があ

るところでは、お母さんたちが先生を探してきてくださるパター

ンが多いということ、地元の有名人にお願いをして無料で育成を

手伝つていただいているとお話がありました。全体質問会では、一

定の財源が国からもたらせないと、他市町との差が出て、教員が流

出する可能性もあるという悲痛な声も出ており、スポーツ庁から

の回答としまして、現段階では令和 8年に向けてモデル市を使つ

て経過観察中ではありますが、国として全国で取り組む場合には

圧倒的な財源を確保 していきたいという回答がありましたので、

そこには期待したいなと思いました。ス Iン ェーデンの事例で 3時

以降は、学校の先生は全ての仕事が終われるらしく、ヨーロッパは

ほとんどの学校でクラブ活動というのは全く先生が関与しないっ

ていう形になっているらしくて、そういつたところを視察されて

いる市は、そちらを千デルにしていきたいともおつしゃつていま

した。

2月 10日 、 13日 に学校経営報告会の方に参加させていただ

きました。毎年ながら大変勉強になる報告会で、今年は昨日もお話

させていただきましたけれども、やはり主体性ということがキー

ワー ドになっているなというのも感じましたし、校長先生自体が

主体性を持つて行動されているという学校は柱がしっかり立って

いるなという感じがしました。柱がしっかり立っていると、そこか

ら計画をして育成に繋がり、実行していくという循環が行われて

いると感じました。

以上です。

市町村教育委員会研究協議会と学校経営報告会に参加いたしま

した。

市町村教育委員会研究協議会におきましては、地域連携をテー

マにしたものといじめをテーマにしたものに参力日させていただき

ました。地域連携に関しては、進んでいる地域もあれば、割と緩や

かにまだまだというところもあるようなのですけれども、非常に
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面白かつたのは東京の方の話だったのですが、お台場で東京湾を

使って海苔の養殖をされていて、千葉の業者さんにもお手伝いい

ただきながらされているそうで、それには児童だけじゃなくて保

護者の方も一緒に参加するという中で環境であるとか、地域文化

のことを保護者と児童ともに学ぶということをされているそうで

す。地域に興味を持っていただくことに繁がつていると話を聞き

しました。藤沢市も草津市と同じように、様々な伝を統持つ地域が

あり、それぞれの地域の特色を大事にした上で地域連携をされて

いるそうです。藤沢市の場合ですと、子どもたちの居場所作りに前

から力を入れておられるそうで、学校の話だけではなくて、行政の

方でも居場所づくりを重点的にされている話も伺いました。

次に、いじめをテーマにしたものです。こちらについては特にい

じめの中身について話をさせていただいたのですが、いじめにつ

いて学校と家庭の認識の違い、問題が起きたときに、何を原因とす

るのかという認識の違いがあるという話になりました。例えば保

護者の方から見れば学校での人間関係であるとか、そういつたと

ころが非常に気になる。学校の側から見れば、家庭の中での様々な

問題が見えていないので気になり、双方の認識が違うという課題

があるのではないかと思いました。そういう中で何か大きな問題

が起きてしまったときに、うまくまとまらなかつたという過去の

事例の話を伺いました。今後、このようなことをなくしていくため

の話をすると同時に、どういうふうな認識を持っているのかをお

互いにしつかりと確認し合える場、開示し合える場を作つていか

ないといけないというお話をしました。そして、孤独、孤立も含め

て、頼れないという事を前提にしなければいけない、ヤングケアラ

ーでも実際に当事者の方々が他人に頼れないというのがありま

す。これは頼つてくださいと言われても、頼れないんです。実際に

学校が解決できないことで悩んでおられることもありますから、

学校では解決できないことがあることを前提にした仕組み作り、

認識が必要です。その仕組み作りをしてNPOな どの様々な方も

含めて連携した形作りをしていくことが大事なのではないか、人

それぞれ違うので、NPOが全部にいいわけでもないですし、だか
らといつて学校がうまくその問題を解決できるわけでもないの

で、いろいろな連携の形を今後模索していかなければならないと

いう話を皆さんと一緒にさせていただきました。連携先を固定化

してしまうと固定化された先も無理でもやらなければならならな
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いということもありでしょうし、学校の方もやり方を変えたいと

思つても、変えることもできないので、固定化をしないということ

を前晃にしていくのが大事なのかなと思いました。

次に、学校経営報告会ですが、非常に良いお話をお聞きしまし

た。児童や生徒の成果物を見せてくださつた校長先生もおられま

した。児童生徒の学びの成果を見ることができました。学校に児童

が遅れて保護者と一緒に来られた際に保護者の方に先生が必ず声

掛けをされているというお話を聞きました。これも非常にいい取

組だなと思いまして、保護者も何かあったときに初めて先生にお

話するとか、そういうふうにどうしてもなってしまいがちなとこ

ろがありますが、普段から声かけしてて、今日はちょつとこんな行

き渋 りがあつたとか、そういう情報交換ができていれば何か起き

る前に一歩手前でお話ができるのかなと思いますし、そういった

ところでその様な気遣いできる体制はありがたいなと思うと同時

に、先生方もなかなか十分な人員が確保できると思いませんので、

そのあたりの話は、またヒアリングしていただいて、御検討をいた

だければなと思います。あと、気になったことがありました。学校

によつては、職場体験が非常に困難になつてきたという話もあり

ました。実際に職場体験に行かせていただくのは、生徒とって大き

な意味があり、地域のことを知る、どのような仕事があるのか、そ

のバックヤー ドを見せていただくということに非常に意味がある

というふうに思います。それが出来ないとなってしまって本当に

いいのだろうかと思いますし、単純に学校におまかせするだけで

はなくて、教育委員会も参画していただけるとありがたいなと思

います。

あと、学校経営報告会の中ではあまり出てきませんでしたが、

今、草津市のYouTubeの 方で様々な学校の取組が紹介されて
います。例えば、老上中学校のいじめゼロや、常盤小学校ときっこ

体操などの動画も上げていただいていて、非常にいいなと思いま

した。学校の取組がよくわかる、地域の方も含めて知っていただけ

る機会がなかなかこれぐらいしかないんじゃないかなというふう

に思うところもありますので、今後も期待したいなと思つており

ます。中学校や小学校のコンテンツを観ていただいている回数は

多いと思います。保護者の方が観るだけではなく、例えば離れた親

族の方であるとか、そういった方にも観ていただいているのかな

と思いますので、草津市の魅力発信に繋がるのかなというふうに
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藤田教育長

藤田教育長

各委員

藤田教育長

思います。単純に教育の報告だけではなくて、草津全体のことを皆

さんに知つていただくコンテンンになるのかなと思いますので、

是非、他の学校の方々もアップしていただけると良いと思います。

以上になります。

それでは、「教育長報告」につきましては、以上で終わらせてい

ただきます。

日程第 4

次に、日程第 4、 付議事項に移ります。

「議第 4号臨時代理の承認を求めることについては、人事に関

することであり、また、「議第 6号から議第 11号までの地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により毅育委員

会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決

を求めることについて」は、2月 草津市議会定例会に関する議案あ

り、現時点では公表されていない議案であることから、会議を公開

しないこととすべきであると思います。「地方行政の組織及び運営

に関する法律」第 14条第 7項では、「教育委員会の会議は公開す

る。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長また

は委員の発議により、出席者の 3分の 2以上の多数で決議したと

きは、これを公開しないことができる。」となつておりますので、

この規定に基づきお諮 りをいたします。

議第 4号及び議第 6号から議第 11号を公開しないこととする

ことについて御異議はございませんか。

異議なし

異議なしと認めます。

よつて、議第 4号及び議第 6号から議第 11号までを、公開しな

いことといたします。

この議案につきましては、報告事項の終了後に審議を行うこと

1こ します。

それでは、「議題 2号及び議題議第 3号臨時代理の承認を求める

ことについて」を一括して審議いたします。

事務局の説明を求めます。
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教育総務課長

藤田教育長

各委員

藤田教育長

学校教育課

14

「議題 2号及び議題 3号臨時代理の承認をもとめることについ

て」教育総務課の山田が御説明申し上げます。

議案書は 3ページから9ページでございます。

両議案につきましては、いずれも、教育委員会に所属する職員の

人事異動を行 うに当たりまして、委員会の会議を招集する時間的

な暇がございませんでしたので、草津市教育委員会教育長に対す

る事務委任規則第 3条の規定によりまして、教育長が臨時に代理

をさせていただきましたことを、本委員会に報告し、その承認を求

めるものでございます。

5ページをお願いいたしますも

11月 18日 付の人事異動で、教育委員会事務局の国スポ・障ス

ポ推進室と学校政策推進課を兼務となつておりました職員 1名 に

つきまして、2月 1日 付で学校政策推進課の兼務を解く、人事異動

を発令したものでございます。

続きまして 9ページをお願いいたします。

教育委員会事務局の生涯学習課に所属しておりました職員 1名

につきまして、2月 7日 付で、革津宿街道交流館兼史跡草津宿本陣

への人事異動を発令したものでございます。

以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。

ただいまの説明につきまして(御意見、御質問ございましたら委

員の皆様からお願いいたします。

御異議ございませんか。

異議なし

異議もないようですので、議第 2号及び議第 3号は承認された

ものと認めます。

続きまして、「議第 5号草津市立学校事務の共同実施に関する規

程の一部を改正する規程案」について審議いたします。

事務局の説明をお願いします。

「議第 5号草津市立学校事務の共同実施に関する規程の一部を

改正する規程案」につきまして、学校教育課の中村から説明いたし

ます。



藤田教育長

各委員

藤田教育長

藤田教育長

教育総務課長

議案書の 15ペエジから18ぺ▼ジを御覧ください。

このことについて、現在の市内の小・中学校にはそれぞれ事務職

員を配置してお り、教職員の労務事務やその他学校運営に関する

事務を行つております。しかし、事務職員は基本的に学校に 1名 、

大規模な学校でも2名 と人数が少ないため、市内全体で事務を円

滑に進めるための仕組みとして、令和 2年に本規程を制定し、市内

の 20校を 2グループに分け、グループ内で連携を行い、新任や経

験年数の浅い事務職員へ学校を超えて指導助言ができることとい

たしました。しかしながら、制度開始から約 5年が経過し、人事異

動などにより2グループの職員の経験年数や階級に隔たりが出て

おり、運営に支障をきたしているところでございます。今回の改正

では、2つのグループを一つに統一することで、人事異動等により

職員の階級に隔たりができた場合や、産育休者が発生した場合に

も、より柔軟に相互支援を行うことができる体制とするものです。

簡単ではございますが、説明は以上となります。

ただいまの御説明について、御意見、御質問がございましたらお

願いいたします。

御異議ございませんか。

異議なし

異議もがないようでございますので、議題 5号は原案通り可決

されたものといたします。

日程第 5

次に、日程 5、 「報告事項」に移 ります。

事務局の方から説明をお願いします。

それでは「報告事項 1草津市教育振興基本計画 (第 4期)(案 )

に関するパブリックコメントの実施結果について」教育総務課の

山田が御説明申し上げます。

報告書は 149ページからでございます。
本計画は、今年度が第 3期計画の最終年度であり、本市の教育の

一層の推進を図つていくため、今後 5年間でめざすべき方向や取
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藤田教育長

小辻委員

児童生徒支援課長
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り組む施策について定めるもので、今年度、外部委員会等で御審議

をいただきながら策定を進めてきたものでございますと

この度、令和 6年 12月 25日 から令和 7年 1月 24日 までの

約 1カ月間、パブリックコメン'卜 を実施いたしました結果、資料 1

50ページ(151ぺ ‐ジにございますとおり、2名 の方から2件
の意見提出がございました。

意見の概要は記載のとおりでございますが、それぞれの御意見

に対しまして、計画本文の修正等の反映はございませんが、貴重な

御意見をいただきましたので、今後の事業実施の中で参考にさせ

ていただきたいと考えております。        '
なお(153ペ ージ以降は、

｀
今回、パブコメを実施いたしました

本計画案の概要版を参考としてつけております。

報告事項 1の説明は以上でございます。

続きまして「報告事項 2寄付受け入れ報告について」、御説明さ

せていただきます。

報告書は 161ページでございます。
詳細は一覧表記載のとおりでございますが、寄付品目記載のワ

ンタッチテントを、老上学区教育振興会様から、折りたたみイス

を、高穂中学校後援会様から、折りたたみイス、冷水機およびワン

タッチテントを、高穂中学校 PTA様 から、グランドピアノを、個
人様からtそれぞれ寄付をいただきました。

報告事項 2についての説明は以上でございます。

ただいまの「報告事項」につきまして、御質問等はございません

か 。

150ペ ージに意見として記載されていたので、気になったの
ですが、「先生が初任であったり、経験年数が浅い場合、クラスが

荒れてしまうことが多く」とありますが、意見を言われた方はそう

感じられていますが、多いかどうかは、実際にはわからないかなと

思います。実際にその様なことが起こっているのか、それともそう

ではないのか。そうではないということであれば、話をしていただ

ければなと思いますので、よろしくお願いいたしますと

児童生徒支援課の好士rドロ
ア
rか ら御説明させていただきます。

確かに、授業のうまさという面では初任者の場合はベテランに



小辻委員

藤田教育長

藤田教育長

教育部副部長 (総括)

比べてなかなかうまくいかない場合があるのは事実であります。

ただ、学校運営でいきますと、私達が見ても力のあるベテラン教員

のクラスであつても、何かのきつかけでうまくいかないというこ

とがあるのも事実です。逆に、若い先生であっても、スキルの面で

十分でなくても子どもたちに接する中で、うまくいく場合も少な

くありませんので、一概には言えないです。

分かりました。であれば非常に安心しましたし、あくまでもこれ

はパブコメとして御意見があつたものですが、後も続けていただ

いて、同時にまたそういう御意見もあつたということで、必要に応

じて調査、把握をしていただけると、どの様な支援が必要なのか見

えてくると思いますので、御検討いただければ幸いです。

それでは「報告事項」につきましては、以上で終わらせていただ

きます。

続いて、先ほど非公開としました議案の審議に移りたいと思い

ます。

非公開

次に「議第 6号および議第 7号地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第20条の規定により教育委員会の事務に関する議案

について意見を市長に申し出につき議決を求めることについて」

は関連しておりますので一括して議題とします。

事務局の説明をお願いいたします。

教育委員会事務局の安藤でございます。

「議第 6号および議第 7号地方教育行政の組織および運営に関

する法律第29条の規定により教育委員会の義務に関する議案に

ついて意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにういて」

説明いたします。この 2件につきましては、令和 7年度草津市一般

会計予算及び令和 7年度草津市学校給食センター特別会計予算で

ございます。これらは来る2月 26日 開会予定の 2月 定例市議会

に提案される予定でございます。令和 7年度草津市当初予算のう

ち、教育関係予算につきまして、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」第29条の規定により、市長から当委員会に意見を求
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められておりますことから、本国お諮りするものでございます。

それでは、議案書の 21ページからの「令和 7年度当初予算概要

書」を御覧いただきたいと思います。

22ページをお願いしますとこちらは、令和 7年度の各会計別の

予算規模に関する総括表でございまして、二般会計は651億 8,
000万 円の当初予算規模となつたところでございます。令和 6

年度の当初予算額と比べますと、24億 7,000万 円の増となつ

ておりまして、比率といたしましては、3,9%の 増となったとこ

ろでございます。

また、特別会計の上から二つ日、学校給食センター特別会計にお

きましては 12億 3,560万 円の当初予算規模でございまして、
令和 6年度より2,380万 円、2%の増となったところでござい

ます。

次に、23ページのでございますが、下段の歳出別議会費から予

備費のところの款別のところを御説明申し上げたいと思います。

24億 7,000万 円が大きく増加 しております、2番 目の総務費
のところが約 13億円の増となつております。こちらの方は、まち
づくリセンターの建て替えに伴うものが多くございまして、 13
億 3,000万 円の増、民生費につきましては、給付の方が上がっ
ているというところがあり、社会福祉を図つているところでござ

ぃまして 24億円の増となっております。 8番 目の土木費につき

ましてはプールの方の建設が終わりましたので、そちらの方約 4

1億円の減、教育費の方の 10億円の増につきましては、今年度か

ら、体育館空調、これが約 16億円の減があった中で、学習用の端

末が令和 2年度から5年越 しで令和 7年度に更新をするというと

ころで、約 8億円の増、あと公務用パソコンの更新に約 2億 3,0
00万円、来年オープンする国スポ・障スポの約 6億円、あと小学

校の建設等の部分で 6億円、幼稚園の関係で約 9,500万 円増、
給食センターヘの特別会計の繰 り出しということで、また後で説

明しますけれども、1億 5,000万 円の増というところで約 10

億円程の教育費の増となったところでございます。

続きまして、24ページと25ページ、見開きの状態で御覧いた
だきたいと思います。こちらが第 4期教育振興計画 (案 )の新しい

体系に基づきまして、新年度の主要な事業を右側にまとめたもの

でございます。4本の柱で「こどもの生きる力を育む」、「学校の教

育力を高める」、「社会全体で学びを進める」、「歴史と文化を守り育
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てる」、4方向に基づいて区分の方をさせていただいています。こ

ちらの方が、11事業を計上してます、12事業書いてあるのです

が、読書のまち推進事業費につきましては、「こどもの生きる力を

育む」と「社会全体で学びを進める」三分野に跨るところでまとめ

ておりますので、11事業の方を今から説明をさせてもらいます。

こちらが草津市の予算概要というところで出てくるものでござい

ます。

そうしましたら次の 26ページの方お願いいたします。

読書のまちの推進事業費でございます。区分が拡大、令和 7年分

事業費として 1,678万 6,000円 、担当の方が図書館、生涯

学習課、学校教育課、の 3課にまたがるものでございます。こちら

の方は、誰もが読書に親しみ、生涯にわたり学び、豊かに過ごすこ

とができる「読書のまち」をめざし、全世代・全市域を対象とし関

係機関と連携して各事業に取り組むことにより、読書環境の充実

を図っていこうとするものでございます。

主な事業の内容といたしましては、1つ 目に「就学前施設読書乗

境充実事業費」、こちらの方は就学前施設に図書館司書が選書した

テーマ別絵本セット「あおばなブック」を、市内の 76か所の就学

前施設の方に配布をする予定をしております。

2つ 目の「サテライ ト機能充実事業費」につきましては、地域ま

ちづくリセンターで気軽に本を楽しめる読書スポットを整備する

とともに、こちらに移動図書館の方とも連携して、地域まちづくり

センターを移動図書館のステーションとして、図書の方の環境を

整備しようとするものでございます。来年度 14学区のうち、3学

区をモデルとして進めていきたいというふうに思つております。

3つ 日、「書店と連携した読書ポイント事業費」につきましては、

令和 5年度から、市内の小・中学校の児童生徒全員に資料貸出券を

発行して、学校図書館と市立図書館、移動図書館でスタ/プラリー

を行っておりましたが、市内の書店と連携をして拡大実施しよう

とするものでございます。

4つ 目の「図書館DAY事 業費」につきましては、1か月に一度

決まった日に、屋外おはなし会や他所属との連携事業、キッチンカ

ーなど様々なイベントを開催することで、今まで図書館や読書に

興味を持つていない市民を中心に取り組みを図り、読書人口を増

やそうとするものでございます。

5つ 目の「学校図書館運営支援委託費」につきましては、市内の
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小・中学校に学校司書を配置することにより、学校図書館の利用の

活性化および児童・生徒の読書活動の推進を図るもので、中学生に

不読の傾向が高いことから、令和 8年度から中学校への配置日数

を増加させております。ここに書いておりますとおり51日 から

80日 に増加させることとしております。本業務は令和 8年 4月

1日 から安定した図書館運営を行 うために令和 7年度に契約の準

備を行う必要があることから、令和 8年度の債務負担行為 15,9
28万円の設定をするものでございます。予算の経費につきまし

ては、右下のもそうなんですけれども就学前施設読書環境充実費

から個別のものを載せさせていただいているものでございます。

次に、 27ページをお願いいたします。

市立プール活用事業 (水泳学習移行)です。こちら新規事業で担

当は学校教育課でございます。事業費は 990万 4,000円 でご
ざいます。こちらの方は、今年度までは雨天や雷等の天候や近年の

記録的な猛暑によつて水泳の授業を延期等々が発生していること

から、新しくできましたインフロニア草津アクアティクスセンタ

ーを活用することで安全な室内での計画的な水泳学習を実施する

ことを進めようとするところでございます。また令和 7年度につ

きましては、学校プールの老朽化の進んでいる老上小学校の児童

を対象として、

50mの メインプールを全面貸し切 り、学年ごとに水泳学習を計
画しているところでございます。

他の学校につきましては、令和 7年度の事業の様子から、今後の

市立のプール活用について検証いたします。

次に、 28ページをお願いございます。
「給食材料費価格高騰対策事業費」についてでございます。

こちら、拡大で担当部署は教育委員会は教育総務課、学校給食セ

ンター、第二学校給食センター、子ども未来部も一部入つておりま

すが、そこを含めまして事業費が 4億 7,168万 2,000円 で
ございます。物価高騰の影響によりまして給食に使用いたします

食材につきましても同様に、高騰傾向にある中、子どもたちに必要

な質や量が確保された給食の提供を維持していくため、保護者負

担を増額することなく年間を通じて食材料費の高騰相当分を支援

してまいります。

また、小学校給食については国の「物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金」を活用し年間の支援に加え、1学期の無償化もあわ
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せて実施していきます。この部分が拡大でございます。中学校につ

きましては今年度に引き続き年間を通して無償化の実施と、長期

間喫食できない生徒の保護者に対し給食費相当分の給付を行おう

とするものでございます。

事業費につきましては、右下に書いてありますとおり、4,74

6万円と1億 3,806万 4,000円 が公立小学校、学校給食支

援特別会計繰出金ということで中学校給食費無償化事業費と中学

校給食支援給付費で 2億 3,293万 9,000円 でございます。

次に、29ページをお願いいたします。
「教育相談体制強化費」でございます。

いじめ問題や SNSト ラブル、保護者対応、地域からの要望等、

学校が抱える問題が複雑・多様化している中で、学校の教職員だけ

では解決が難しいケースが多く、学校と市教育委員会のチームと

なりまして、それぞれの役割を果たしながら連携をして解決をす

るということが求められております。           「

そこで、来年度、学校問題解決支援コーディネーターを児童生徒

支援課に配置し、事案の早期対応をめざします。また、学校現場や

各機関の巡回によるネットワーク強化やフォローアップを行い、

問題解決の迅速化を図ります。

また、学校だけでは対応が難しいケースにつきましては、弁護士

相談と精神保健福祉士によるモニタリングを実施していますが、

相談件数が近年急増しておりますので、学校問題サポー トチ=ム
会議での、弁護士の人数と回数を増やして対応することで、複雑

化・長期化を未然に防いでいきたいと思っております。

また、やまびこ相談支援室に係る相談については、順番が逆にな

りますが、不登校の相談にとどまらず、自傷行為や発達障害、家族

関係が複雑なケース等、指導員が対応に苦慮する相談内容に至る

ケースもあります。このことから臨床心理士を配置し、専門的なア

セスメントとカウンセ リングにより、自己理解や社会的自立に向

けた支援を実施し、また相談の中で保護者の働き方が多様化して

いる中、平日の日中には相談ができないという方もあり、休日の電

話相談のニーズに対応するために、土曜日の電話相談を開始しま

す。これらの取組を拡充させ、相談体制の充実を図つていきます。

次に、 30ページをお願いいたします。
「小・中学校大規模改修費」でございます。

区分は継続でございます。担当が教育総務課で事業費 7億 3,5
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25万 2, 000円 でございます。
市内の小・中学校は昭和40年代から50年代にかけて建築さ

れた建物が多く、相当年数が経過している校舎等の改修を国の補

助金を活用しながら計画的に実施をしているところでございま

す。校舎内の建具等の固定を行う非構造都材の改修、児童・生徒の

安全の確保および教育環境の充実を図るものでございます。

まず、長寿命化改良事業でございますが、南笠東小学校におきま

しては、本年 7月 頃までに仮設校舎の整備を行い、令和 7年度から

令和 8年度にかけて、予防改修工事を実施いたします。草津小学校

におきましては、将来的に長寿命化改修が可能かを判断するため

の耐力度調査を、笠縫小学校におきましては、令和 8年度以降の仮

設校舎整備、長寿命化改修に向けて実施設計を行うとしておりま

す。

次に、トイレ改修工事につきましては、老朽化した学校のトイレ

の改修、洋式化を順次進めておりますが、来年度は草津小学校の校

舎棟および高穂中学校体育館のトイレ改修工事、そして令和 8年

度以降に工事を実施する矢倉小学校および南笠東小学校の体育館

トイレ改修の実施設計を行おうとするものでございます。

次に、グラウンド改修工事ですが松原中学校のグラウンド改修

を行いますとともに、令和 8年度以降に実施する志津南小学校グ

ラウンドの改修の実施設計を行います。

非構造部材の改修につきましては、令和 7年度、8年度の2か年

で矢倉小学校の工事を実施いたします。

次に、31ページを引き続き御覧ください。
「児童増加対策事業費」でございます。

区分は新規でございます。担当は、教育総務課でございます。

事業費が5731万 9, 000円 でございます。
市内の一部の小学校におきまして、宅地開発等による児童数の

増加で教室が不足しております。このことから、老上小学校におき

ましては、先ほど説明しました水泳学習の移行に伴い不要となる

プールを解体し、跡地に仮設校舎を整備することで、教室不足を解

消しようとするものでございます。草津小学校におきましては、特

別教室に仕切り壁を設置し、教室を増設する工事を実施いたしま

す。

次に、32ページをお願いします。
「わたSHIGA輝 く国スポ。障スポ開催費」でございます。区

22



分は継続です。担当は、国不ポ・障スポ推進室です。

事業費は 7億 2, 000万 2, 000円 でございます。

令和 7年度において、わたSHIGA輝 く国スポ・障不ポが滋賀

県で開催されます。滋賀県であつたり競技団体の関係機関と連携

を深め、より良い大会の実現に向けて取り組むとともに、本大会の

運営を通じて更なるスポーツ健康づくりの推進であつたり、交流

人日の拡大によるまちの活性化を図るものでございます。大会の

スケジユールにつきましては、スケジュールを載せさていただい

ておりますとお り、デモンス トレーション競技から始めまして正

式競技については、会期前ではございますが 9月 6日 の水泳競技

を皮切りに、最後 10月 26日 の水泳バレーボールの障スポまで

開催される予定でございます。事業費 7億 1,400万 円が実行委

員会の負担総額でありますが、その内の主なものとしては、4つ上

げさせていただきますが、その中で大きいものは、上から4つ 目の

大会競技会運営費が約 4億 3,003万 6,000円 、こちらの方

は関係者の宿泊、輸送、競技運営にかかる費用となっております。

また、大会運営費で大会運営のおもてなしや記念品にかかる費用

として、2億 5,614万 円を計上させていただいているところで

ございます。

次に、 33ページをお願いいたします。
「(仮称)新志津運動公園整備費」でございます。

こちらの区分は継続です。

担当は、今年度はスポーツ推進課でございましたが、来年度から

整備に移りますことから、建設部公園緑地課の方に移 ります。

概要といたしましては、新クリーンセンターの整備に当たり建

設用地とした志津運動公園グラウンドの代替施設を整備するため

に、本市のスポーン環境の充実を図ります。

元々計画書を作っておりましたが、スケジュールが 1年遅れて

おりまして変わつており、来年度、本来であれば基本設計、用地測

量も同時並行して実施の予定でありましたが、環境影響調査が 1

年かかるということで、少し整備が遅れるというところで、来年度

につきましては建設部の方で環境影響調査を令和 7年から令和 8

年にかけてしていく、令和 8年度以降に用地測量、基―本設計、を実

施することになりました。当初、令和 11年度に供用開始の予定が

令和 12年になるというところでございます。

次に、34ページをお願いをいたします。
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「史跡草津宿本陣整備費」でございます。

こちらは拡大でございます。所管は、歴史文化財課と草津宿街道

交流館です。

事業費が6, 349万 1, 000円 でございます。
史跡草津宿本陣につきましては、令和 6年度に施設を休館 して

公開エリアであります「座敷部および住居台所部」と「厩」の耐震

対策工事を実施しておりまして、3月 末をもつて工事を終え、4月

1日 よリー般公開を再開する予定でございます。令和 7年度はそ

の北側にあり、老朽の進む「物入」の半解体工事に着手する予定で

ございます。加えまして、耐震工事の再開と令和 8年度に迎える一

般公開 30周年に向けて、本年度、歴史文化活用プロジェクトとし

て、観光や教育、地域、関係団体などと連携し、「本陣 3Dモデル

導入」や「こども本陣クラブの立ち上げ」など、新たに「歴史文化

活用プロジェクト」を来年度以降に展開します。

次に、 35ページをお願いいたします。
「史跡声浦観音寺跡整備費」でございます。

区分は継続で、担当は歴史文化財課でございます。

事業費が 1億 355万 8, 000円 になってございますと
史跡芦浦観音寺跡は、令和 4年度から史跡の整備工事に着手し

ておりまして、令和 7年度は、主な事業として、境内の植栽整備 と

倉の半解体工事、土蔵の修理工事を行います。また、境内にある 2

棟の重要文化財建造物「阿弥陀堂」と「書院」について、今年整備

が終わり、5月 に一般公開されます。

次に、 36ページをお願いいたします。
「(仮称)歴史資料館整備事業費」でございます。
こちらも区分は継続です。担当は、歴史文化財課でございます。

事業費は 1, 262万 2, 000円 でごぎいます。
令和 6年に「信仰文化」と「民俗」をテーマとする歴史資料館の

整備基本構想を策定したところでございます。引き続き、令和 6年

度から令和 7年にかけまして、(仮称)歴史資料館整備基本計画を

策定いたします。また、本資料館の整備に向けた計画地の選定を併

せて行ってまいります。

次に、 37ページをお願いいたします。
「令和 7年度計画策定費」でございます。

来年度、スポーツ推進計画の見直しの年でありますので、第 3期

草津市スポーツ推進計画策定費、624万 6,000円 の計上をし
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ております。計画期間は令和 8年から令和 12年にわたつており

ますが、スポーン推進会議の中で、期間については変更になる場合

がございます。

以上が主だったものでございますが、付け加えさせていただき

ますが、予算概要には載ってないのですが、10月 に開催しました

総合教育会議で教育委員の皆さんからいろいろ御意見をいただき

まして、不登校対策といたしましては登校支援室について予算を

いただきました。全額は、538万 8, 000円です。
もう一つは、通常学級に在籍している特別支援学級の児童生徒

に対する支援ということで予算の方をいただくことができまし

た。約 29名の支援員を来年度、配置をさせていただくということ

で、事業費の合計は3,100万円余りということで、いただいた
御意見で予算がつきました。ありがとうございます。

以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。

ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたらお願

いいたします。

29ページの教育相談体制強化費のコーディネーターにプラス

付けていただけるということですか。

はい、そうです。

こちらには経験豊かなコーディネーターとのお話があります

が、経験の少ないコーディネーターも含めて育てていくといつた

草津モデルのようなことを、また、次年度以降でも構いませんの

で、御検討いただけると、草津として日本全国に発信できるものが

多くなると思います。

合理的支援とか、支援室の環境整備について予算が付いたこと

が非常に嬉しく思つています。あと、市費として、どれだけの人的

配置が現場に行くのか、少し見方が分かりにくにのですが。現場で

名前として配置されるのは、例えば昔ならグレードアップ加配、生

徒指導加配、そういうものがあつたと思いますが、そういうのは、

どこかで分かりますか。
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予算書の中では示されていません。予算をつけるにあたつては、

市としてはスクラップアンドビル ドをしているので、合理的支援

加配に金額 3,000万 円と言いましたが、中学生指導加配として
付いている先生の約 1,600万 円を削減しております。今の必要
な部分を措置するために、元々のすべきことから少し減らしなが

らしています。

また、いつか分かるのですね。

|まい。

額までは入れ られなくても、県費の加配のものについては一旦

整理をしてあるものがありますので、それをまたお見せできれば

と思います。

議第 6号および議第 7号は意見なしとして市長に回答すること

といたします。

次に、「議第 8号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2

9条の規定により教育委員会の事務に関する議案にういて意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて」審議いたしま

す。

事務局の説明をお願いします。

「議第 8号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条
の規定により教育委員会の事務に関する議案について意見を市長

に申し出るにつき議決を求めることについて」職員課の高井が御

説明申し上げます。

議案書 71ページをお願いいたします。

内容といたしましては、草津市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例案となります。今回の改正につきまし

ては、育児休暇、介護休暇を育児または家族介護を行 う労働者の福

祉に関する法律、これの一部改正に伴い、国家公務員において、時

間外勤務の制限の対象拡大および仕事と介護の両立支援制度に関

する周知の強化等の改正が見込まれることから、本市においても

国に準じた改正を行うものでございます。第 8条の 3の改正では、
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時間外勤務の制限につきまして、対象となる子の範囲を現行の 3

歳未満の子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大するも

のであります。

次に、 72ページを御覧ください。

第 18条の 2および第 18条の 3の改正では、仕事と介護の両

立支援希J度に関する周知の評価等について、市職員が家族の介護

に直面した旨を申し出た場合に、個別の周知・意向確認を行うこと

および職員の仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の情報提

供、職場乗境の整備についての規定を追加するものでございます。

73ページを御覧ください。

付則でございますけども、以降期日を令和 7年 4月 1日 とする

ものでございます。

誠に、簡単ではございますが説明とさせていただきます。

ただいまの説明について、御意見、御質問ございませんか。

反対するわけでは全くないのですが、今までは 3歳に満たない

というところが、今度は小学校就学の始期に達するまでというと

あります。これに伴vヽ実際どれぐらいの変化があると思われてい

るのかお伺いいたします。

時間外でも2段階の制限がありまして、1つは深夜、具体的には

年後 10時から朝 5時の深夜の時間外の制限については、既に小

学校の就学の始期までという規定がありまして、その間の請求に

ついては、ほぼ請求はないという状況です。おそらく所属内が一定

の配慮があり、その職員の家庭環境を見ているなかで配慮いただ

いているためと思つていま′子。

今回(午後 10時から朝 5時以外の時間外勤務について小学校就

学の始期に達するまでで、実際にこういつた請求があるのかと言

われると、ほとんど条例に基づく請求はないのが実情です。

わかりました。ありがとうございます。実際、これによつて、職

場が回らないことがあるならば、人員の確保等が必要だと思つて

確認だけさせていただきました。

議第 8号は意見なしとして市長に回答することといたします。



職員課課長補佐

次に、「議題 9号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2

9条の規定により教育委員会の事務に関する議案について意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて」審議いたしま

す。

事務局の説明をお願いします。

「議題 9号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条
の規定により教育委員会の事務に関する議案について意見を市長

に申し出るにつき議決を求めることについて」職員課の高井が御

説明申し上げます。

議案書の 77ページを御覧ください。

内容といたしましては、革津市特別職の職員で非常勤のものの

報酬および費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例案とな

ります。

今回の条例の一部改正につきましては、近年の人事院勧告にお

ける一般職員の給与改定の状況、また民間における賃金改定の状

況等を踏まえ、議員報酬および特別職の給料額について、本年 1月

1こ「草津市議員報酬および特別職給与審議会」から、議員、市長お

よび副市長の給料月額を現行より2.26%引 き上げるよう、答申
をいただきましたことから、それに伴いまして、議員、市長、副市

長の給料月額を引き上げるとともに、各種審議会等ならびに教育

長および常勤監査委員につきましても同様に、給料および報酬を

引き上げる条例の一部改正を行おうとするものでございます。

まず、第 1条「草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および

費用弁償に関する条例」の一部改正でございまして、各種審議会委

員等の報酬額をそれぞれ 2.26%引 き上げるものでございます。
なお、教育委員会委員につきましては、現行の 4万 200円 から4
万 1, 100円 に引き上げるものでございます。
次に、 78ページを御覧ください。

第 2条では「草津市長および副市長の給与等に関する条例」の一

部改正でございまして、市長については92万 6,000円 を94
万 7,000円 に、副市長につきましては77万 9,000円 を 7
9万 7, 000円 に引き上げるものでございます。
次に、第 3条は「草津市教育委員会教育長の給与等に関する条

例」の一部改正でございまして、教育長の給料月額 72万円を73
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万 6, 000円に引き上げるものでございます心
次に、第 4条は「草津市常勤監査委員の給与等に関する条例」の

一部改正でございまして、常勤監査委員の給料月額 52万 7,00

0円 を58万 9, 000円 に引き上げるものでございます。

最後に、付則につきましては、施行日令和 7年 4月 1日 とするも

のでございます。

以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問はございません

か 。

議第 9号は意見なしとして市長に回答することといたします。

次に、「議第 10号地方教育行政の組織および運営に関する法律

第 29条の規定により教育委員会の事務に関する議案について意

見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」審議いた

します。

事務局の説明をお願いします。

「議第 10号地方教育行政の組織および運営に関する法律第 2

9条の規定により教育委員会の事務に関する議案について意見を

市長に申し出るにつき議決を求めることについて」職員課の高井

が御説明申し上げます。

議案書の 83ページを御覧ください。
内容といたしましては、草津市職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例案となります。今回の改正につきましては、令和 6

年の人事院初告および滋賀県人事委員会勧告による国・県の改正

に準じ、所般の改正を行おうとするものでございます。

第 1条では、車津市職員の給与に関する条例の一部を改正する

ものでございまして、まず、第 6条はこれまで 7.級の職員、いわゆ

る部長・副部長級の職員については定期昇給の際、他の職員が 4号

昇給を標準としていたところ、3級昇給に抑制しておりましたが、

新たな給料表の見直しにより、4号昇給とするものでございます。

次に、第 13条の改正は、扶養手当に関して、配偶者に係る手当

を廃止し、子に係る手当を引き上げるよう改正するものでござい

ます。
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次に、第 14条の 2の改正は、地域手当の支給率を現行の 10%

から8%に引き下げるものでございます。

次に84ページを御覧ください。

第 15条では、通勤手当について、第 15条の 2では単身赴任手

当について、採用時から単身赴任手当の支給を可能にするととも

に、通勤手当に関しましては、1か月あたりの支給限度額を 15万

円に引き上げるよう改正するものでございます。

次に、 85ページを御覧ください。

第 20条の 2では、管理職員特別勤務手当について、平日深夜に

係る支給対象時間帯を拡大するよう改定を行 うものでございま

す。

次に、86ページを御覧ください。

第 23条の 2では、再任用職員に新たに住居手当の支給を可能
とするため、定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外の

うち、住居手当に関する第 14条の 3を削除するものでございま

す。

次に、 104ペ ージから141ページまでの別表第 1か ら別表

第 4までの月例給につきましては、若手。中堅職員の早期昇格や民

間人材等採用時の給与を改善するよう給料表を改正するものでご

ざいます。

次に、 86ページを御覧ください。

第 2条は、車津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部を改正するものでございまして、特定任期付職員の業績手当

を廃止し、期末手当および勤勉手当を支給する形に再編するよう、

第 7条の実績手基に関する規定を削除し、第 8条では、給与条例の

適用除外の条項から勤勉手当に関する条項を除き、支給月数に関

する読み替え規定を追加するものでございます。

次に、87ページを御覧ください。

第 3条の改正は、草津市企業職員の給与の種類および基準に関

する条例の一部を改正するものでございまして、第 1条および第

2条で説明させていただいた、特定任期付職員の業績手当の廃上、

扶養手当・管理職員特別勤務手彗の改正、および再任用職員に新た

に住居手当の支給を可能とする改正に伴い、所要の改正を行 うも

のでございます。

次に、89ページを御覧ください。

最後に付則でございますが、第 1項では施行 日を、第 2項では号
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給の切替えに関する規定を追加するものでございます。

第 3項から第 5号までは、扶養手当および地域手当の改定につ

いて、段階的な改正とするため、令和 8年 3月 31日 までの間にお

ける経過措置を規定するものでございます。

第 6項につきましては、住居手当の支給について、暫定再任用職

員にも支給を可能とするため、革津市職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する等の条例の一部を改正するものでございま

す。

以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございません

か 。

業績手当を廃上にするとあつたのですが、これまで業績手当は

直近のあたりで出ていたりしたのですか。

支給実績はございます。本年度はありませんでしたが、過去に支

給をさせていただいております。

それは、あるとまずいのですか。

勤勉手当の支給が可能になりましたので、特定任期付職員の方

にらぃても、一番最長の方で 5年♂)方がいらつしゃいますので、業

績手当については、特定の業務について著しく実績を上げたとか

ではなく、長期的な任用の点からも頑張っていただいたぶんだけ

支給する勤勉手当の方が、長期的な目で見ると適切ではないかと

いうことですを国家公務員も同様にされていますので、国家公務員

に準じた改正となります。

わかりました。

意見等もないようでございますので、議第 10号は意見なしと

して市長に回答することといたします。

次に、「議第 11号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

29条σ)規定により教育委員会の事務に関する議案について意見
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を市長に申し出るにつき議決を求めることについて」審議いたし

ます。

事務局の説明をお願いします。

「議第 11号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29

条の規定により教育委員会の事務に関する議案について意見を市

長に申し出るにつき議決を求めることについて」職員課の高井が

御説明申し上げます。           ｀

「
議案書の 145ページを御覧ください。
内容といたしましては、草津市職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例案についてでございます。今回の改正につき

ましては、雇用保険法の改正に伴い引用条文等を改めるものでご

ざいます。改正の中身といたしましては、第 10条では、雇用保険

法における就業手当の廃上に伴い、該当条項を廃止及び文言修正

を行 うものになります。

また、付則第 7頂では、雇用保険法における地域延長給付の措置

期間が令和 8年度末まで延長されたことに伴い、該当条項を改正

するものであります。

最後に、146ページを御覧ください。付則でございますが、施
行日を令和 7年 4月 1日 とするものでございます。

以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。

ただいまの説明について、何か御意見、御質問ございませんか。

それでは意見等もないようですので、議第 11号は意見なしと
して市長に回答することといたします。

それでは、以上をもちまして本日の議事は終了いたします。

これをもちまして 2月 定例会を終わらせていただきます。

閉会 午後 3時 45分

32


